
１．研修受講の流れ
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※実践研修から受講しなおす場合(次の①～③のいずれかに該当する者)

①R6.3末までに更新研修を受講しなかった旧研修修了者

②実践研修修了後5年以内に更新研修を受講しなかった者

③旧研修修了者の方で1回目の更新研修を修了した翌年度から5年以内に更新研修を受講しなかった者

（以降は1回目の更新研修を起算として、更新研修受講を繰り返す必要があります）

※

５年毎に受講
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２．基礎研修修了者とは

【基礎研修修了者】

・「相談支援従事者初任者研修(講義カリキュラム)」修了し、かつ

「サービス管理責任者および児童発達支援管理者基礎研修(講義・演習)」修了した者。



３ー１．実践研修について【例外】
【受講要件】

下記①～③を全て満たし、研修受講日前までに６か月以上の実務経験がある者。

※ 業務期間は６か月以上であり、かつ業務従事日数が９０日以上必要。

※ 産休・育休、療養のための休暇期間等により不在の期間は算入不可。

①基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る

実務経験要件を満たしている。

②障害福祉サービス事業所等における個別支援計画作成の業務の従事。

③上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

※ 届出期限は、原則ＯＪＴ開始前（遅くともＯＪＴ開始後１０日以内）。



３ー２．実践研修について【例外】

【受講要件①について】

別添「実務経験年数表」参照。

基礎研修受講時点で配置要件規定の年数（赤枠）を

満たしている者。



３－３．実践研修について【例外】

【受講要件②について】

・個別支援計画（原案）作成までの一連の業務内容は下記のとおりとし、全ての業務に従事することが必要。

☑ 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。

☑ アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき個別支援計画の原案を作成する。

☑ 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、上記原案の内容について担当者等から意見を求める。

※ サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合は、サービス管理責任者等が開催する上記会議に参画すること。

☑ 上記原案に内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得、

個別支援計画を利用者に交付する。

☑ 定期的な個別支援計画の実施状況の把握および利用者についての継続的なアセスメント（モニタリング）を行い、

少なくとも６月に１回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行う。

・個別支援計画（原案）作成をする回数は、少なくとも概ね１０回以上行うことを基本とする。





福井県における相談支援従事者モデル
（初任→現任→主任）

初任者研修
講義・演習

各地域での実地研修

一定の
実務
経験

現任研修
講義・演習

各地域での実地研修
＊５年に１回受講

主任研修
講義・演習

【求められること】

（価値・知識・技術を）

習得する

【求められること】

（初任研修の学びと実践を）

振り返る
（着眼点を増やし実践を）

深める

【求められること】

指導できる

実
務
経
験

実
務
経
験

実務経験が乏しい方は

初任者研修の受講を強く推奨

＊図中”実践”とは相談支援従事者としての実務を指します。

現任研修に受講に係る実務経験の要件
指定相談支援事業所等における
過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験
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分類 研修日数 実施日 会場

【講義】

【演習1】

【演習2】

【演習3】

【実地研修】  研修案内の際別途お知らせします。 ―

【講義】 　

【演習1】 

【演習2】

【演習3】

【実地研修】  研修案内の際別途お知らせします。 ―

講義・演習
５日

【講義・演習】令和７年秋季 未定

1日 未定　 未定

【講義】 　　　　 令和７年９月１７日（水） オンライン

【演習A日程】  令和７年１０月２日（木）～３日（金） きらめきみなと館

【演習B日程】  令和７年１０月１６日（木）～１７日（金） 福井県社会福祉センター

講義・演習
３日

令和７年１２月１６日（火）～１８日（木） アイアイ鯖江

令和７年６月２６日（木）～２７日（金） 市民プラザたけふ

※　受講者数によって日程を追加する場合があります。

相談支援専門員
サービス管理責任者・

児童発達支援管理責任者
に共通する研修

講義・演習 未定 未定

ファシリテーション
に関する研修

講義演習１
～２日間
＋実習

【講義演習】令和７年９月１日（月）～２日（火） 福井県社会福祉センター

2日間 令和７年７月２日（水）～３日（木） ユー・アイふくい

2日間 令和７年１１月２７日（木）～２８日（金） ユー・アイふくい

2日間 令和７年９月３日（水）～４日（木） ユー・アイふくい

１日間 未定 未定

２日 令和７年７月１５日（火）～１６日（水） ユー・アイふくい

２日 令和７年９月２５日（木）～２６日（金） ユー・アイふくい

２日 令和７年１２月 ユー・アイふくい

２日 未定

２日 未定

２日 未定 未定

１か月程度 令和７年４～５月募集開始

１か月程度 令和７年４～５月募集開始

(注1)研修日程は、講師・会場の都合により、やむを得ず変更となる場合があります。予めご了承ください。　

講義・演習
２日

ファシリテーション研修（基礎）

相談支援従事者主任研修

講義１日
演習２日

（演習はA日程・
B日程いずれか）

サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者
更新研修

サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者
実践研修

専門コース別研修
（障害児支援２日・意思決定支援１日・就労支援２日）

サービス管理責任者・
児童発達支援管理責任者

に関する研修

強度行動障害研修
　強度行動障害
支援者養成研修

 フォローアップ研修

 基礎研修1回目

　サービス管理責任者および児童発達支援管理責任者
基礎研修

 基礎研修2回目

 実践研修

令和７年度　福井県人材育成事業関連研修年間予定　※現時点の日程のため変更の可能性あり

研修名

相談支援専門員
に関する研修

　相談支援従事者初任研修
講義2日
演習5日

　相談支援従事者現任研修
講義2日
演習3日

　相談支援専門コース別研修（地域移行）

障害支援区分認定
に関する研修

障害支援区分認定調査員研修
e-learning

障害支援区分審査会委員研修

ピアサポート研修

基礎研修

専門研修

フォローアップ研修

医療的ケア児
に関する研修

　支援者養成研修

講義部分

演習部分

コーディネーター養成研修

未定

指定事業者により実施予定 県内各所

指定事業者により実施予定 県内各所
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